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第１ 経営強化プラン策定にあたって 

１ 経営強化プラン策定の背景 

   当院では、平成19年12月に国（総務省）が示した「公立病院改革ガイドライン」に

基づき、平成21年度から平成23年度までを計画期間とする『市立島田市民病院改革プ

ラン』、平成24年度から平成26年度及び平成27年度から平成30年度までの『経営計画』

を策定し、経営指標の数値目標を掲げて、経営の健全化、経営形態の見直し等の改革・

改善に取り組んできました。平成27年３月には新たなる「新公立病院改革ガイドライ

ン」が国より示され、このガイドラインに基づいて「地域医療構想を踏まえた役割の

明確化」、「経営の効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」を盛り込

んだ平成29年度から令和２年度までを計画期間とする『市立島田市民病院新改革プラ

ン』を策定し、病院経営全般について一層の健全化・効率化を図ってきました。 

   令和２年に発生し、今もなお終息しない新型コロナウイルス感染症に対して当院は

早期から第二種感染症指定医療機関として入院患者の受入れをはじめ、発熱外来の設

置やPCR検査等の対応を行い、医療圏の中で重要な役割を果たしてきました。こうした

新型コロナウイルス感染症への対応に関し、全国の公立病院が重要な役割を果たした

ことから、総務省は令和４年３月に「持続可能な地域医療提供体制を確保するための

公立病院経営強化ガイドライン」を示し「再編・ネットワーク化」ありきではなく「公

立病院の経営強化」が重要であると方針を転換しました。このガイドラインでは、地

域の中で各公立病院が担うべき役割機能を改めて見直し、明確化・最適化をしたうえ

で病院間の連携を強化することが必要であり、また、中核的医療を担う基幹病院に急

性期機能を集約し、医師・看護師等を確保するとともに基幹病院からそれ以外の病院

への医師・看護師等の派遣等の連携を強化していくことが重要とされました。 

   当院は、このガイドラインを踏まえ 「島田市立総合医療センター経営強化プラン」

を策定します。 

 

２ 経営強化プランの内容 

当院において策定する経営強化プランは、公立病院経営強化ガイドラインに沿って

下記の６つの視点を記載した内容とします。 

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化 

(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革 

(3) 経営形態の見直し 

(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

(5) 施設・設備の最適化 

(6) 経営の効率化等 

 

３ 計画の対象期間 

本プランの計画期間は、令和５年度から令和９年度までの５か年とします。ただし

計画期間中に当院を取り巻く環境の変動等との整合を図る必要が生じた場合及び静岡

県の地域医療構想が2025年（令和７年）を見据えたものであることなどから、本プラ

ンの計画期間中であっても、必要に応じて見直しを行うものとします。 
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第２ 島田市立総合医療センターを取り巻く医療環境 

１ 医療制度改革及び地域医療構想 

国は、年々増大する国民医療費を抑制し、持続可能な社会保障制度の確立を図るた

め、地域において効率的かつ質の高い医療の提供体制の構築と地域包括ケアシステム

の構築を柱とする「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律」（医療介護総合確保推進法）を平成26年６月に公布しまし

た。この法律により、第６次の医療法改正が行われ、同年10月から施行となり、改正

後の医療法により、団塊の世代が75歳を迎える2025年（令和７年）を目標とする「地

域医療構想」が制度化され、平成30年４月から始まった第７次医療計画の一部として

位置づけられています。 

地域医療構想は、二次医療圏とする構想区域ごとに将来人口推計をもとに2025年に

必要となる病床の必要量を「高度急性期」、「急性期」、「回復期」、「慢性期」の４つの

医療機能ごとに推計したうえで、地域の医療関係者等の協議を通じて病床の機能分化

と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現させることを目的としています。そのた

め、構想区域ごとに「地域医療構想調整会議」を設置し、医療関係者等を通じて、地

域の高齢化等の状況に応じた病床機能の分化及び連携を進めていくこととされていま

す。 

また、長時間労働の改善などを図るため、平成31年４月には「働き方改革を推進す

るための関係法律の整備に関する法律」（働き方改革関連法）が施行され、医師におい

ても長時間労働の是正が求められることになります。その後、令和３年５月に医師の

働き方改革を目指し、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する

ための医療法等の一部を改正する法律」が公布され、令和６年度から適用が開始され

ることとなり、医師の労働環境の改善対策は喫緊の課題となっています。 

 

２ 人口減少と少子高齢化の進行 

全国的な少子高齢社会の到来を迎え、志太榛原保健医療圏及び本市においても人口

の減少と高齢化の傾向はさらに進んでいくと予測されています。 

志太榛原保健医療圏の将来推計人口は、令和27年（2045年）には平成27年（2015年）

の77.9％まで減少する一方で、高齢化率は39.4％まで上昇することが予測されており

特に75歳以上人口は、令和12年（2030年）まで増加することが予測されています。 

また、島田市の将来推計人口においては、令和27年（2045年）には平成27年（2015

年）の77.0％まで減少する一方で、高齢化率は40.4％まで上昇することが予測されて

おり特に75歳以上人口は、志太榛原保健医療圏と同様に令和12年（2030年）まで増加

することが予測されています。 

当院では、65歳以上の患者が、外来では全体の61.3％、入院では81.2％を占めてい

ます（令和４年度実績）。今後も高齢患者数は、増加していくことが予測されるため

今後の国の動向を見極めながら、高齢者医療への対応についても検討していく必要が

あります。 
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年３月推計）」（平成27年は国勢

調査による実績値） 
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年齢階層別外来患者数 
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３ 志太榛原保健医療圏の状況 

志太榛原保健医療圏の島田、藤枝、焼津及び榛原の４つの公立病院における近年の

患者数、病床利用率等の状況は、以下のとおりです。 

当圏域における継続的かつ安定的な医療供給体制の維持のためには、中核医療機関

である公立４病院を中心とした地域医療連携がより重要な状況となっています。 
 
病院主要指標の比較 

【入院】 

 

【外来】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

入院延患者数     （人） 129,145 128,464 152,265 153,675 120,846 116,233 76,267 79,481

入院一日平均     （人） 353.8 352.0 417.2 421.0 331.1 318.4 209.0 217.8

稼動病床利用率   （％） 78.6% 79.1% 75.7% 76.4% 71.4% 68.6% 78.0% 81.3%

稼動病床数       （床） 445 445 551 551 464 464 268 268

平均在院日数     （日） 14.1 14.6 12.8 12.5 12.5 12.5 21.5 22.0

榛原総合病院島田市立総合医療センター 藤枝市立総合病院 焼津市立総合病院

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

外来延患者数     （人） 203,520 209,260 257,747 266,431 231,127 236,907 105,285 101,851

外来一日平均     （人） 844.5 861.2 1,065.1 1,096.4 955.1 974.9 435.1 419.1

診療日数         （日） 241 243 242 243 242 243 242 243

島田市立総合医療センター 藤枝市立総合病院 焼津市立総合病院 榛原総合病院
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第３ 島田市立総合医療センターの概要 

１ 理念及び基本方針 

(1) 理念 

当院の基本理念は次のとおりです。 

 

(2) 基本方針 

基本理念の実現に向け、当院経営の基本方針を次のとおり掲げます。 

 

 

２ 病院の概要 

診療体制等（令和５年４月１日現在） 

(1) 病床数 445床（一般病床435床、感染症病床６床、結核病床４床） 

  ※一般病床の機能は、高度急性期病床６床、急性期病床389床、回復期病床40床 
 

(2) 診療科目 

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、糖尿病・内分

泌内科、心療内科、漢方内科、緩和ケア内科、外科（消化器・乳腺）、呼吸器外科、

脳神経外科、整形外科、形成外科、精神科、血液内科、小児科、皮膚科、泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治

療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、麻酔科及び歯科口腔外科（院内標榜科とし

て、総合内科、脳卒中科、健診科、輸血療法科）計35科（うち院内標榜診療科目４科） 
 

(3) 職員数（令和５年４月１日現在） 

職 種 人数 内     訳 

医 師 110人 医師92人・1,2年次医師18人 

看護師 447人 看護師437人・准看護師1人・助産師9人 

医療技術員 141人 
薬剤師29人・診療放射線技師27人 

臨床検査技師25人・その他医療技術者60人 

技術労務員 25人 医療員25人 

事務・技術員 42人 事務39人・技術3人 

会計年度任用職員 178人 
 

合 計 943人 
 

 

(4) 患者数（令和４年度実績） 

外来：209,260人／年【 861.2人／日 】 

入院：128,464人／年【 352.0人／日 】 

地域医療に貢献する。 

１ 質の高い医療を実践する。 

２ 地域の医療、保健・福祉機関と連携する。 

３ 患者の権利を尊重し、医の倫理を遵守する。 

４ 優れた医療人を育成する。 

５ 健全経営を行う。 
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(5) 経営形態 

「地方公営企業法」の全部適用 

 

３ 新病院建設事業 

当院は、島田市・大井川中流域における基幹病院としての役割を担いながら、市民

の命と健康を守るため地域に密着した自治体病院として今日に至っています。昭和54

年に現在地に新築移転以来、病床規模や診療機能を拡充し新病棟や健診センターなど

の整備を繰り返してきましたが、耐震性の問題に加え、施設の狭隘化及び建物の老朽

化が進んできたことから現地での建て替えを決定しました。 

平成26年に「新市立島田市民病院建設基本構想」、平成27年に「新市立島田市民病院

建設基本計画」を策定し、平成28年に基本設計、平成29年の実施設計完了を経て平成

30年に建設工事に着手し、令和３年５月２日に名称を「市立島田市民病院」から「島

田市立総合医療センター」へと改め、新病院での診療を開始しました。その後、人工

透析センター棟の改修、駐車場などの外構工事を経て、令和５年３月17日に新病院建

設事業が完了しました。 

新病院は、①救急患者に対応できる病院、②患者に優しい病院、③職員にとって働

きがいのある病院、④利便性が向上した病院、⑤災害に対応した病院、⑥環境とライ

フサイクルコストに配慮した病院、⑦将来変化を見据えたフレキシブルな病院を設計

コンセプトとして整備を行いました。特に、災害拠点病院として、泥岩層に達する支

持杭と免振装置に支えられた安全な構造・設備を有し、震災時の患者と職員の安全を

確保しています。 

また、屋上にはヘリポートを整備し、救急専用大型エレベーターにより救急外来

手術室、ＨＣＵ、救急疾患の多い循環器内科及び脳神経外科の病棟を直結することで

救急医療の強化を図っています。 

 

【建物概要】 

敷地面積 約31,356.97㎡ ※旧病院 

34,999.29㎡ 

内、本館・東館のみ 

  31,721.10㎡ 

地上５階建 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 
延床面積 

39,508.41㎡ 

（内訳）本館  34,415.12㎡ 

ﾘﾆｱｯｸ棟      562.40㎡ 

浄化槽棟      708.17㎡ 

人工透析ｾﾝﾀｰ 1,936.76㎡ 

別館     1,218.74㎡ 

駐車場屋根等  667.22㎡ 

規  模 地上８階建（８Ｆはﾎﾞｲﾗｰ室のみ） 

構  造 

本館：鉄骨造免震構造８Ｆ 

ﾘﾆｱｯｸ棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造耐震構造１Ｆ 

浄化槽棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造耐震構造Ｂ１/１Ｆ 

人工透析ｾﾝﾀｰ棟：鉄骨造耐震構造３Ｆ 

別館：鉄骨造耐震構造３F 
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【新病院で向上させた主な機能等】 

   ・救急医療に配慮した構造 

   ・ＨＣＵの新設 

   ・屋上にヘリポートを整備 

   ・ロボット支援下手術専用の手術室を整備 

   ・回復期リハビリテーション病床を増床（34床から40床） 

   ・透析ベッドの増床（21床から30床） 

   ・大型医療機器の新設（放射線治療装置、血管撮影装置、ＭＲＩ装置、ＣＴ装置等） 

   ・患者待合システム 

   ・会計呼出システム 

 

第４ 島田市立総合医療センターの現況 

○平成25年度から令和４年度までの患者数、一日平均患者数、病床利用率、経営状況等に

ついては、次に示す諸表（１～10）のとおり推移しています。 

１ 年間外来患者数の推移 （単位：人） 

 

２ 年間入院患者数の推移 （単位：人） 

 

246,163 
253,091 251,121 

246,839 

227,693 

207,732 

190,088 189,320 

203,520 
209,260 

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

153,119 

156,154 

153,048 
155,350 154,358 

141,892 

135,202 

132,264 

129,145 128,464 

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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３ 一日平均外来患者数の推移 （単位：人） 

 
４ 一日平均入院患者数・病床数の推移  （単位：人、床） 

 

５ 病床利用率の推移   （単位：人、％） 

 

1,008.9 

1,037.3 1,033.4 
1,015.8 

933.2 

851.4 

792.0 
779.1 

844.5 
861.2 

700.0

750.0

800.0

850.0

900.0

950.0

1,000.0

1,050.0

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

419.5
427.8

418.2
425.6 422.9

388.7

369.4
362.4

353.8 352.0 

536 536 536 536 536 536 536 536

445 445

400

450

500

550

300

320

340

360

380

400

420

440

平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

患者数 許可病床数
（人） （床）

153,119 

156,154 

153,048 
155,350 154,358 

141,892 

135,202 

132,264 
129,145 128,464 

81.3
82.9

81.0
82.5 82.0

75.3

71.6
70.2

78.1
79.1

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

入院患者数 病床利用率（稼動病床） （％）（人）
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６ 経常収益・経常費用の推移 （単位：千円） 

 
７ 経常収支の推移                        （単位：千円） 

 

８ 医業収益・医業費用の推移                （単位：千円） 

 

11,919,615 11,761,472 

12,661,536 

14,330,143 

15,224,457 

12,996,602 12,936,515 
13,040,642 

14,639,743 

15,268,129 

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

14,500,000

15,000,000

15,500,000

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

経常収益 経常費用

-1,076,987 

-1,175,043 

-379,106 

-309,600 

-43,672 

-1,200,000

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

経常収支

10,990,165 10,836,832 

11,207,055 

12,225,484 

12,942,242 

12,295,263 12,165,792 
12,275,425 

13,735,507 

14,301,976 

10,000,000

10,500,000

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

14,500,000

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

医業収益 医業費用

平成30年度      令和1年度     令和2年度     令和3年度      令和4年度 



 

12 
 

９ 外来患者１人１日当たりの収益の推移 （単位：円、人） 

 

10 入院患者１人１日当たりの収益の推移 （単位：円、人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246,163 
253,091 251,121 

246,839 

227,693 

207,732 
190,088 189,320 

203,520 
209,260 

15,332 

15,992 

17,449 17,576 17,753 

18,784 

20,147 
20,562 

21,464 

22,876 

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

外来患者数 外来患者１人１日当たりの収益

(人）

153,119 

156,154 

153,048 
155,350 

154,358 

141,892 

135,202 

132,264 

129,145 128,464 47,280 47,017 

48,080 
47,453 47,469 47,484 

49,350 

53,141 

58,280 

61,014 

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

入院患者数 入院患者１人１日当たりの収益

(円） (人）

（円） 
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11 診療科別患者数の状況 

令和４年度の診療科別患者数は、以下のとおりです。患者数は医師数の増減と連動

して変化します。 

（単位：人、％） 

区 分 

外    来 入    院 

令和 
４年度 

令和 
３年度 

前年度対比 令和 
４年度 

令和 
３年度 

前年度対比 

増減 比率 増減 比率 

総 合 内 科 6,946 3,654 3,292 190.1 6 268 -262 2.2 

血 液 内 科 7,355 7,100 255 103.6 5,326 6,233 -907 85.4 

糖尿病・内分泌内科 11,877 11,659 218 101.9 4,128 4,158 -30 99.3 

神 経 内 科 1,296 1,398 -102 92.7 － － － － 

透 析 12,324 10,995 1,329 112.1 － － － － 

消 化 器 内 科 20,920 22,432 -1,512 93.3 15,317 17,558 -2,241 87.2 

循 環 器 内 科 21,993 24,289 -2,296 90.5 14,674 16,536 -1,862 88.7 

小 児 科 10,500 7,711 2,789 136.2 451 704 -253 64.1 

外 科 14,622 13,741 881 106.4 14,982 15,057 -75 99.5 

整 形 外 科 11,763 12,158 -395 96.8 15,786 15,883 -97 99.4 

形 成 外 科 5,276 5,540 -264 95.2 681 1,101 -420 61.9 

脳 神 経 外 科 6,591 6,448 143 102.2 22,790 20,875 1,915 109.2 

皮 膚 科 11,413 11,827 -414 96.5 1,341 1,155 186 116.1 

泌 尿 器 科 11,585 12,552 -967 92.3 5,424 5,863 -439 92.5 

産 婦 人 科 4,367 3,983 384 109.6 135 236 -101 57.2 

眼 科 10,357 10,062 295 102.9 1,635 2,172 -537 75.3 

耳鼻いんこう科 4,831 4,301 530 112.3 1,535 1,543 -8 99.5 

呼吸器内科・外科 9,366 7,539 1,827 124.2 10,902 7,993 2,909 136.4 

精 神 科 9 13 -4 69.2 － － － － 

放 射 線 科 5,675 5,180 495 109.6 － － － － 

歯科・口腔外科 7,684 8,075 -391 95.2 1,180 1,228 -48 96.1 

健 診 科 517 614 -97 84.2 － － － － 

麻 酔 科 1 0 1  － － － － 

腎 臓 内 科 4,805 4,556 249 105.5 7,042 6,282 760 112.1 

緩 和 ケ ア 内 科 92 66 26 139.4 － － － － 

脳 卒 中 科 19 24 -5 79.2 1,838 2,143 -305 85.8 

漢 方 内 科 586 795 -209 73.7 － － － － 

救 急 科 6,490 6,808 -318 95.3 130 131 -1 99.2 

感 染 症 病 棟 － － － － 3,161 2,026 1,135 156.0 

計 209,260 203,520 5,740 102.8 128,464 129,145 -681 99.5 
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12 疾病統計（令和２年度から令和４年度まで） 

当院では、新生物疾病が最も多く、次いで消化器系、循環器系、損傷･中毒及びその

他の外因の影響が続きます。（令和４年度実績） 

（単位：件） 

疾 病 分 類 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

新生物 1,840 1,846 1,824 

消化器系の疾患 1,709 1,804 1,754 

循環器系の疾患 1,110 1,381 1,428 

損傷･中毒およびその他の外因の影響 881 783 722 

呼吸器系の疾患 433 557 672 

眼および付属器の疾患 611 932 669 

腎尿路生殖器系の疾患 552 568 464 

内分泌･栄養および代謝疾患 266 287 284 

感染症および寄生虫症 146 192 187 

症状･徴候および異常臨床所見･異常検査所見で他に分
類されないもの 

123 159 160 

筋骨格系および結合組織の疾患 139 140 143 

神経系の疾患 129 102 143 

皮膚および皮下組織の疾患 80 99 82 

血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 39 66 37 

健康状態に影響をおよぼす要因･保健サービスの利用 11 8 37 

耳および乳様突起の疾患 21 30 29 

先天奇形･変形および染色体異常 19 28 28 

精神および行動の障害 9 10 15 

周産期に発生した病態 1 1 1 

妊娠･分娩および産じょく 1 0 0 

傷病及び死亡の外因 0 0 0 

合  計 8,120 8,993 8,679 
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疾病別件数 （単位：件） 

 

※新生物：癌腫や肉腫など腫瘍を伴う疾病など。 
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13 救急車搬送患者数（平成30年度から令和４年度まで） （単位：人、％） 

 

14 救急センター自己来院患者数（平成30年度から令和４年度まで） （単位：人、％） 

 

  

4,023 
3,974 

3,632 

4,101 

4,615 

45.2
45.4

47.5

47.5

45.1

43

45

47

49

3,500

4,000

4,500

5,000

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

救急搬送患者数（人） 入院率（％）

（％）（人）

6,952 

6,601 

5,163 5,148 

4,901 14.8

14.7

17.2
16.1

20.5

13

15

17

19

21

4,000

5,000
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7,000

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

自己来院患者数（人） 入院率（％）

（％）（人）
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第５ 市立島田市民病院新改革プランの進捗状況 

平成29年度から令和２年度を計画期間とする市立島田市民病院新改革プランにおいて

は、計画の進捗を示す経営指標を掲げ、これを達成するための取組を進めて経営の健全

化を推進してきました。 

市立島田市民病院新改革プランに掲げた数値目標とその達成状況は、以下のとおりで

す。計画に掲げた主要目標については、計画期間中に医師の不在も影響し医業収益の減

少などの要因で達成できない項目もありましたが、経営状況は概ね安定的に推移してい

ます。 

 

１ 経営指標に係る数値目標 

 (1) 収支改善に係るもの                         （単位：％） 

目標とする項目 
平成28年度 

実績 
(参考) 

平成29年度 
実績 
(目標) 

平成30年度 
実績 
(目標) 

令和１年度 
実績 
(目標) 

令和２年度 
実績 
(目標) 

経常収支比率 98.9 
94.8 

(97.4) 
91.7 

(100.0) 
90.9 

(100.5) 
97.1 

(100.7) 

医業収支比率 98.4 
94.4 

(96.6) 
89.4 

(100.8) 
89.9 

(101.1) 
92.4 

(101.9) 

(2) 経費節減に係るもの （単位：％） 

目標とする項目 
平成28年度 

実績 
(参考) 

平成29年度 
実績 
(目標) 

平成30年度 
実績 
(目標) 

令和１年度 
実績 
(目標) 

令和２年度 
実績 
(目標) 

職員給与対医業収益比率 54.8 
58.0 

(56.3) 
60.3 

(53.8) 
61.2 

(53.6) 
59.6 

(53.6) 

材料費対医業収益比率 27.2 
26.7 

(25.4) 
27.9 

(24.1) 
28.1 

(24.1) 
27.8 

(24.2) 

(3) 収入確保に係るもの （単位：円・％） 

目標とする項目 
平成28年度 

実績 
(参考) 

平成29年度 
実績 
(目標) 

平成30年度 
実績 
(目標) 

令和１年度 
実績 
(目標) 

令和２年度 
実績 
(目標) 

患者1日1人当り入院収益 47,453 
47,469 

(49,400) 
47,484 

(49,200) 
49,350 

(49,200) 
53,141 

(49,200) 

患者1日1人当り外来収益 17,576 
17,753 

(18,000) 
18,784 

(18,100) 
20,147 

(18,200) 
20,562 

(18,300) 

病床利用率（稼動病床） 82.5 
82.0 

(83.1) 
75.3 

(83.3) 
71.6 

(83.3) 
75.3 

(83.3) 

(4) 経営の安定性に係るもの （単位：百万円） 

目標とする項目 
平成28年度 

実績 
(参考) 

平成29年度 
実績 
(目標) 

平成30年度 
実績 
(目標) 

令和１年度 
実績 
(目標) 

令和２年度 
実績 
(目標) 

現金保有残高 3,899 
4,093 

(4,830) 
4,362 

(4,956) 
3,841 

(5,184) 
11,255 
(5,465) 

  ※１ 経常収支比率＝経常収益／経常費用×100 ･･･ 経常的な収益と費用の関連を示

し、この数値が100以上の場合、経営黒字となる。 

※２ 医業収支比率＝医業収益／医業費用×100 ･･･ 医業費用が医業収益によってどの

程度賄われているかを示すもの。 

※３ 職員給与対医業収益比率＝職員給与費／医業収益×100 ･･･ 病院の職員数が適正

かどうかを示す。民間病院の場合は、50以下が標準。 

※４ 病床利用率＝年延入院患者数／年延病床数×100 ･･･ 病床の利用率に関する指標

で、利用率が低いほど病床の稼働率が低いことを示す。（稼動病床数516で算出） 
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２ 一般会計からの繰入金 

一般会計からの繰入金は、新改革プランに示した考え方に基づき法令及び総務省通

知に準じ、基準外の繰入は行わず、一般会計の財政状況等を勘案した対応に努めまし

た。なお、目標額に比べ、実績額が上回っているのは、地方交付税制度による交付税

措置対象額が増えたこと等に伴うもので、基準内での増額となっています。 

（単位：百万円） 

年度 

項目 

平成28年度 
（参考） 

平成29年度 平成30年度 令和１年度 令和２年度 

収益的収支 

実 績 578 645 634 702 753 

目 標 586 660 602 621 658 

基準外 0 0 0 0 0 

資本的収支 

実 績 517 337 613 857 3,619 

目 標 527 447 990 1,683 4,114 

基準外 0 0 0 0 0 

合 計 

実 績 1,095 982 1,247 1,559 4,372 

目 標 1,113 1,107 1,592 2,304 4,772 

基準外 0 0 0 0 0 

増減 - ▲113 265 312 2,813 

（注１）「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に

基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう。 

（注２）それぞれの数値は四捨五入しているので、合計と一致しない場合があります。 

   （注３）増減は、実績を前年度との比較している。 
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第６ 経営強化プランの内容 

１ 役割・機能の最適化と連携の強化 

 (1) 地域医療構想を踏まえた病院の果たすべき役割・機能 

    静岡県では、平成28年３月に「静岡県地域医療構想」を策定し、構想区域ごとに

「地域医療構想調整会議」が設置され、区域における医療提供体制の検証を行うと

ともに、病床機能の再編や病院間の連携が検討されています。 

当院は、志太榛原保健医療圏（島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市、吉田町、川根 

本町）に属しており、令和３年５月２日に開院した新病院の病床数は、下記のとお

り、当医療圏の将来必要病床数の推計に合わせて、高度急性期と回復期を増床、急

性期と慢性期を減床しています。 

【志太榛原構想区域における将来の必要病床数の推計】        （単位：床） 

 高度急性期  急性期 回復期 慢性期 計 

稼動病床数（病床機能報告） 

平成27年(2015年) Ａ 
243 1,829 366 913 3,351 

必要病床数 

令和７年(2025年) Ｂ 
321 1,133 1,054 738 3,246 

差引（Ａ－Ｂ） △78 696 △688 175 105 

稼動病床数（病床機能報告） 

     令和３年(2021年) 
645 1,291 535 672 3,143 

   ※平成27年静岡県病床機能報告結果より抜粋。参考として最新(令和３年)の静岡県病床機能

報告結果を記載 

  【新病院の病床数】 （単位：床） 

  高度急

性期 
急性期 回復期 慢性期 感染 結核 精神 合計 

新病院 6 389 40 0 6 4 0 445 

旧病院 0 433 34 35 6 8 20 536 

 

今後も地域医療構想調整会議における議論を注視し、示される方向性に従い適切な

役割を果たしていく必要があると考えます。地域において必要とされる医療機能を可

能な限り維持しながら、地域医療構想を踏まえた適正な病床数実現に努めると共に地

域の中核医療機関として、一層の機能分化と連携を図っていきます。 

当院は、第８次静岡県保健医療計画における６疾病５事業の医療計画の中において

精神疾患を除いた、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び肝炎の５疾

病に対して手厚く対応できる体制をとっています。 

がん治療に関しては、県がん診療連携推進病院として診療を行っており、中でも手

術支援ロボット（ダヴィンチ）にて、泌尿器科では前立腺がん手術など多くの症例、

外科では胃がんの低侵襲手術を施行しています。放射線治療機器は、最新機種に更新

し、血液疾患を含むがん診療において放射線治療も含めた集学的治療を目指していま

す。 

脳卒中治療では、日本脳卒中学会から一次脳卒中センターのコア施設として認定を

受けており、血栓溶解療法に加えて血栓回収療法を常時施行可能です。 
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心筋梗塞等の心血管疾患は、急性心筋梗塞や急性心不全の救急患者を常時受け入れ

ており、心房細動に対するカテーテルアブレーションも施行しています。 

糖尿病治療では、糖尿病の教育入院をはじめ、原発性アルドステロン症などの内分

泌疾患に対しても診断から治療まで当院で完結できる体制をとっています。 

地域肝疾患診療連携拠点病院として、肝炎に対しても専門医が対応しています。 

５事業に関しては、救急医療、災害医療、小児医療、へき地医療を中心に取り組み

ます。次のとおり当院が果たすべき役割・機能を提示します。 

① 地域医療連携と急性期・救急医療体制の確立 

  当院では、年間4000～4500件の救急搬送患者を受け入れています。令和４年度

の救急搬送応需率は98％に達し、断らない医療を実践しています。志太榛原地域

はもとより中東遠圏域の救急搬送困難事案に該当する症例も受け入れており、川

根本町や御前崎市からは、ドクターヘリによる搬送が増加しています。 

② 政策的医療への取組 

  救急医療（小児救急医療を含む）をはじめ、地域にとって必要な感染症や結核

など、公立病院でなければ担えない医療を行います。当医療圏において唯一結核

病床を有しています。 

③ 災害拠点病院、第二種感染症指定病院及び結核予防法指定病院としての医療機

能の確保 

 第二種感染症指定病院として新型コロナウイルス感染症に対しては、第１波の

ダイヤモンドプリンセス号内での発症患者から受け入れました。デルタ株による

第５波に際しては、感染症病床を急遽34床に増床して対応し、志太榛原地域のコ

ロナ感染症患者の入院病床を確保しました。今後も必要とされる医療の提供を目

指します。 

災害拠点病院として重症患者に対する高度な救命医療や広域搬送への対応機能

自己完結型の医療救護チーム（ＤＭＡＴ）の派遣等の機能が求められるため、こ

れらの機能を整備するとともに、災害発生時には、市や医師会等の関係機関と協

力しながら医療活動を行います。 

④ 回復期リハビリテーション機能の拡充 

  当院に入院後の急性期を脱した患者が安心して在宅復帰できるよう患者の状態

に合わせた総合的なリハビリテーションを積極的に行います。なお、機能拡充の

取り組みとして、スタッフの増員及びリハビリ提供体制を整え、令和５年１月か

ら365日実施できるリハビリテーションを稼働しています。 

⑤ 地域の中核的な教育・研修機関としての取組 

  地域医療支援病院として病診連携を強化するとともに、地域の医療従事者に対

する研修等を実施し、地域の医療レベルの向上に貢献します。 

⑥ 初期研修から専門研修までの充実した臨床研修プログラムによる医師確保への

取組 

  臨床研修指定病院の基幹型として特徴的な研修プログラムを用意し若手医師を

確保していきます。また、専門研修においても引き続き県（ふじのくに地域医療

支援センター）が実施する専門研修ネットワークプログラムへ参加するとともに

今後は、専門研修基幹施設及び連携施設として初期研修から専門研修までの充実

した臨床研修プログラムによる医師確保への取組を行っていきます。 
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 (2) 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割機能 

 当市では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう地域

における医療と介護の連携強化による切れ目のない提供体制の構築と住民同士の支

え合いの仕組みづくりが求められることから、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生

活支援」が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を推進しているところで

す。当院は、市の包括ケア推進課が中心となって構築する地域包括ケアシステムに

おいて地域の医療、保健、福祉機関と連携してこれらを支援する役割を担っていき

ます。 

① 在宅療養への移行支援及び急変時における救急対応 

当院の地域医療支援センターを通じて地域の医療機関や介護事業者等との連携

を図りながら、自宅等に復帰する患者を積極的に支援します。また、在宅療養患

者の急変時には、急性期病院として救急対応を行います。 

   ② 看看連携体制の構築 

  地域の看護師との交流を深め、病院と在宅をつなぐ目的で立ち上げた看看連携

「しまだ看護つなぎ隊」の他施設体験、学習会や情報交換会等の活動により連携

の強化を図ります。 

③ 地域の医療従事者及び介護従事者等の人材育成 

  地域医療支援病院として、地域の医療従事者及び介護従事者等を対象とした研

修会や学習会を開催し、当院が有する医療知識・技術を共有することで、地域の

医療・介護水準の向上と医療人材の育成に努めます。 

④ 在宅療養者への訪問リハビリ支援 

在宅医療への需要がますます増加していくなかで、回復期リハビリテーション

の重要性に鑑み、当院へ入院後に急性期を脱した患者への訪問リハビリテーショ

ンを実施します。 

 

 (3) 機能分化・連携強化 

   当医療圏の公立４病院は、地域が必要とする医療を継続的かつ安定的に供給する

責務を負っています。特に当院は、島田市における唯一の病院であり、山間地の川

根本町、海岸部の牧之原市・吉田町からの患者にも対応していることから、可能な

限り現在の医療機能を維持し、地域住民が安心して医療が受けられる体制を地域全

体で整えていく必要があります。今後も４病院で行っている医療機能の相互補完や

他の病院、かかりつけ医（診療所）との連携を強化していきます。 

 

 (4) 医療機能等の指標に係る数値目標の設定 

  ①医療機能・医療の質に係るもの  

項 目 
R4年度 

(実績値) 

R5年度 

(目標値) 

R6年度 

(目標値) 

R7年度 

(目標値) 

R8年度 

(目標値) 

R9年度 

(目標値) 

救急車搬送件数  (件) 4,615 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

手術件数     (件) 3,718 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 

リハビリ件数   (件) 84,264 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
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項 目 
R4年度 

(実績値) 

R5年度 

(目標値) 

R6年度 

(目標値) 

R7年度 

(目標値) 

R8年度 

(目標値) 

R9年度 

(目標値) 

患者満足度(外来)  (％) 54.1 58 62 65 65 65 

患者満足度(入院)  (％) 65.5 69 70 71 72 73 

②連携の強化に係るもの  

項 目 
R4年度 

(実績値) 
R5年度 

(目標値) 
R6年度 

(目標値) 
R7年度 

(目標値) 
R8年度 

(目標値) 
R9年度 

(目標値) 

紹介率     （％） 61.9 70 70 70 70 70 

逆紹介率    （％） 86.2 93 93 93 93 93 

③その他必要な数値目標 （単位：件） 

項 目 
R4年度 

(実績値) 
R5年度 

(目標値) 
R6年度 

(目標値) 
R7年度 

(目標値) 
R8年度 

(目標値) 
R9年度 

(目標値) 

医療相談件数 12,190 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

健康診断件数 6,585 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

 

 (5) 一般会計負担の考え方 

 ① 地方公営企業法における経費負担の考え方 

公立病院は、地方公営企業法の適用を受け、企業としての経済性を発揮して自ら

の経営による収入をもってその経費に充てることとする『独立採算』を原則として

います。 

一方、同法では、次に掲げる経費については、当該地方公共団体の一般会計が負

担するものとする『経費の負担の原則』が定められています。(地方公営企業法第

17条の２) 

地方公営企業法に規定する経費の一般会計負担の原則 

第17条の２第１項第１号 

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 

第17条の２第１項第２号 

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなお、その経営に伴う収入のみをもっ

て充てることが客観的に困難であると認められる経費 

また、地方公営企業法の適用を受ける公営企業は、本来、独立採算による経営が

基本であることから、一般会計からの補助金等は期待すべきではありませんが、行

政上の必要から公営企業をして行わせる事務など特別の理由がある場合に限って

一般会計から補助をすることができます。 

地方公営企業法に規定する一般会計からの補助金 

第17条の３ 

地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他

の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。 

これらの一般会計負担については、毎年度、総務省からの『地方公営企業繰出基

準』により、その基本的な考え方が示されます。一般会計がこの基本的な考え方に
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沿って、公営企業に繰出しを行ったときは、その一部について地方交付税において

考慮されます。 

② 当院における経費負担の考え方 

当院は、『地域医療に貢献する』という理念の下、地域における基幹病院として、

今後も、一般医療のほか、高度医療、救急医療、小児・周産期医療など地域に必要

な医療を政策的に行っていきます。公立病院が健全経営に向け努力していく中で、

不採算部門であるこれらの政策的な医療等を継続的に行っていくために、島田市に

おいては、一定の範囲内で一般会計から病院事業会計へ繰出しを行うこととしてい

ます。 

当院に対する一般会計からの繰出しについては、総務省が示す『地方公営企業繰

出基準』に準じ、その対象経費は以下のとおりです。また、一般会計からの繰出し

金額の詳細な算定方法については、財政状況や当院の置かれている具体的な状況な

どを勘案し、柔軟に対応していきます。 

 

令和５年４月３日付け 総財公第28号 総務副大臣通知より抜粋 

第５ 病院事業 

  病院の建設改良、へき地医療の確保、不採算地区病院の運営、不採算地区に所在する中

核的な病院の機能の維持、結核医療、精神医療、感染症医療、リハビリテーション医療、

周産期医療、小児医療、救急医療の確保、高度医療、公立病院付属看護師養成所の運営、

院内保育所の運営、公立病院付属診療所の運営、保健衛生行政事務、経営基盤強化対策 

第10 その他 

地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担、地方公営企業職員に係る児童

手当 

◇一般会計負担の対象とする経費 

根   拠 対 象 経 費 経理区分 

○法第17条の２第１項第１号 

○施行令第８条の５第１項 

○令和５年４月 総務副大臣通知 

救急医療 収益的収支 
医業収益 
他会計負担金 保健衛生行政事務 

看護師養成所運営費 

収益的収支 
医業外収益 
他会計負担金 ○法第17条の２第１項第２号 

○施行令第８条の５第２項 

○令和５年４月 総務副大臣通知 

感染症医療 

リハビリテーション医療 

周産期医療 

小児医療 

高度医療 

支払利息 

企業債元金償還金 資本的収支 
出資金 建設改良費 

○法第17条の３ 

○令和５年４月 総務副大臣通知 

研究研修費 
収益的収支 
医業外収益 
他会計補助金 

児童手当 

院内保育所運営費 

共済組合負担金追加費用 

※法：地方公営企業法（昭和27年法律第292号） 

※施行令：地方公営企業法施行令（昭和27年９月３日政令第403号） 
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③ 新病院における災害拠点病院としての施設整備に係る経費 

「災害拠点病院事業実施要綱」（平成８年５月10日付け健政発第435号厚生省健

康政策局長通知）に基づく災害拠点病院の指定を受けている当院は、災害時におけ

る救急医療の確保に必要な施設整備として、通常の診療に必要な施設を上回る施設

の整備を対象としてその経費に充てた地方債の元利償還金について、その全額を一

般会計からの繰入対象とすることが、「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設

整備に係る財政措置の取り扱いについて」（平成21年４月１日付け総財経第70号 

総務省自治財政局地域医業経営企画室長通知）に規定されています。新病院建設事

業は、災害拠点病院として必要な施設整備が行われるため、この通知に基づき、一

定の範囲内で一般会計から繰出しを行うことができます。 

 

 (6) 住民の理解のための取組 

   当院が地域において担う役割・機能や提供する医療への理解促進のため、公式Ｗ

ＥＢサイトや広報誌等により積極的に情報発信を行うとともに、経営強化プランの

公表及び毎年度実施する点検・評価結果を公表し、住民の理解を深めます。 

また、「島田市地域医療を支援する会」が主催する「医療学習会」における医師

及び看護師の講演や認定看護師による「出前講座」などにより、病気に対する正し

い知識と検診等の重要性を訴えるなど地域医療の現状や予防医療に対する地域住民

の理解を深めるための啓発事業に取り組みます。 

 

２ 医師・看護師等の確保と働き方改革 

 (1) 医師・看護師等の確保 

   医師の確保については、一定の常勤医師を確保するためには、大学医局からの医

師派遣が不可欠であるため、引き続き京都大学、浜松医科大学や山梨大学等を訪問

し、常勤医師の派遣を依頼するとともに静岡県医師確保計画も参考にし、医療設備

の整備、研究・研修体制の充実、勤務環境の整備などの対策を講じます。 

   看護師の確保については、島田市立看護専門学校との連携、県内の大学訪問や病

院説明会への積極的な参加、定期採用以外の随時採用、離職防止を図るための短時

間勤務や院内保育園の充実、希望する日時に勤務できるパート看護師の採用や潜在

看護師の再就職への支援などの対策を講じます。 

また、当院が中核的医療を担う基幹病院として将来にわたって安定的な病院経営

を行っていくためには、医師以外の医療従事者の確保も重要であり、そのためには

選ばれる病院となる必要があります。このため、医学生、看護学生への奨学金支援

制度に加え、令和６年度から薬剤師奨学金支援制度を創設し、医療従事者を目指す

学生に当院を選んでもらえる取り組みを行うとともに、幅広い知識とスキルを持つ

優秀な人材の確保も必要であることから、職員の資格取得や能力向上に対する費用

を助成するなどの取り組みも行っております。 

   今後もこれらに加え、時間外勤務の削減、休暇取得の促進、時間短縮勤務など子

育てのための休暇制度等を活用し、勤務環境の改善に取り組んでいきます。 

   さらに、患者さんに質の高い医療を提供するためには、勤務する職員の満足度も

非常に重要な指標となります。全職員を対象とした職員アンケートを実施して評
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価・分析を行うことにより課題を抽出し、その解決に向けた対策を講じることで働

きやすい環境の構築に努めます。 

 (2) 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

当院は、昭和56年に厚生労働省から臨床研修病院の指定を受け、独自に研修医教

育に携わってきました。医師育成にとって重要な期間である卒後臨床研修が効率よ

く行われるためには、臨床研修指導医の役割に負うところが大きいため、指導医を

増やし指導体制の強化に努めます。 

下記の研修プログラムにより、研修体制の充実に取り組んでいます。なお、臨床

研修医のマッチング制度の結果においては、令和４年度は定員10名に対し、10名と

フルマッチでした。今後も研修先として当院を選んでもらえるよう、医学生を対象

とした合同説明会に参加し、充実した研修内容や修学資金貸与制度の紹介などのＰＲ

を行っていきます。 

当院の研修プログラム 

【概要】 

 内科は、専門別科目を選択できる構造となっている。外科は、一般外科研修を基本とし

そのうえで厚生労働省が指定した経験目標が達成できるプログラム構成となっている。 

【プログラムの特色】 

① 内科研修の28週の間に毎週各１回心エコー、腹部エコー研修を行い救急で活用する。 

② 卒中科で内科外科両面から脳血管障害を研修できる。 

③ 救急研修は４週の設定枠に加え、内科系救急チームの一員として、更に外科系救急を

含み２年間継続して行う。ACLS、ICLS取得をサポートしその内容に沿った救急実技、蘇

生手技、薬物使用を学べる。症候から入る診断や治療指針の統計的講義、実技を月１回

行い、日本内科学会のJMECCも院内開催している。 

  

(3) 医師の働き方改革への対応 

   医師の働き方改革については、働き方改革関連法の施行により、令和６年度から

医師の時間外労働規制が始まります。これは、医師の長時間労働を改善することに

より医師の健康を維持するとともに、より質が高く安全で効率的な医療の提供を目

指すものです。 

当院は、医師の時間外労働時間について、年間960時間以下及び月100時間未満と

いうＡ水準を目指します。この水準を満たすための取り組みとして、労働時間管理

システム導入による時間外労働の適正な把握、医師の負担軽減のための特定行為看

護師によるタスクシフト／シェアの推進など、以下の医師労働時間短縮計画を策定

し取り組んでいきます。 
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 医師労働時間短縮計画の内容 

１ 対象期間 

  令和４年度～令和５年度の２年間（令和６年度以降については、内容の見直しを行い作

成する） 

２ 医師の時間外労働時間数 

  年間960時間以下（及び月100時間未満） 

３ 労働管理・健康管理 

  ①労働時間管理方法の検討（時間外の適正な把握） 

  ②医師の時間外労働と研鐟時間との違いの明確化 

  ③衛生委員会、産業医の活用及び面接指導の実施体制 

４ 意識改革、啓発 

   宿直明けの連続勤務をさせない体制づくり 

５ 労働時間短縮に向けた具体的取組 

  ①タスクシフト／シェアの推進（例示） 

     ・看護師：特定行為の実施・研修派遣による資格者の増員 

   ・薬剤師：病棟での薬学的管理、薬物療法に関する患者説明 

   ・放射線技師：造影検査時の造影剤投与、抜針、止血等の補助行為 

   ・検査技師：治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作 

   ・臨床工学士：生命維持管理装置操作、人工呼吸器設定変更 

   ・理学療法士等：各種書類の記載・患者説明・交付、ADL評価 

   ・医師事務作業補助者：各種書類の下書き、問診、電子カルテ記事事前入力、NCD入力

サポート 

  ②医師業務の見直し 

   院内委員会及び院内研修会を勤務時間内とする 

  ③その他の勤務環境改善 

   ・女性医師の労働環境改善 

   ・院内保育所の運営 

 

３ 経営形態の見直し 

  当院は、平成23年４月１日より地方公営企業法の一部適用から全部適用に移行しま

した。救急医療（小児救急医療を含む）をはじめ、地域にとって必要な感染症や結核

など、公立病院でなければ担えない不採算部門の医療であっても、良質な医療を提供

していくことが当院の役割です。令和４年度に完了した新病院建設事業に伴う費用の

増大により、しばらく経常収支比率が100％を下回ることが見込まれますが経営を大

きく悪化させる資金不足の心配はありません。このため、今後も全部適用による経営

形態により、本プランに基づく経営改善を継続していきます。 

  なお、今後の医療制度改革や社会経済情勢の変化など医療を取り巻く環境が当院の

経営に新たな問題を生じさせる可能性もあることから、当院にとって最適な経営形態

に関する検討は今後も継続していきます。 
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公立病院経営強化ガイドラインに例示される経営形態の種類 

 

① 地方公営企業法の全部適用【当院の経営形態】 

事業管理者に対して、人事、予算等に係る権限が付与され、地方公共団体から独立した権

限を得ることができるため、自立的な経営が期待される。 

② 地方独立行政法人（非公務員型） 

  地方独立行政法人を設立し、地方公共団体と別の法人格を有する経営主体が経営を行うこ

とにより、予算・財務・契約、職員定数・人事の面でもより自律的、弾力的な経営が可能と

なり、権限と責任についても明確化されることが期待される。 

③ 指定管理者制度の導入 

   民間の医療法人等を指定管理者として指定することで、即効性のある民間的な経営手法の

導入が期待される。 

④ 民間譲渡 

   地域の医療法人等に経営を委ねることにより、即効性のある民間的な経営手法の導入が期

待される。 

 

４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

  公立病院は、新型コロナウイルス感染症への対応では、病床の確保と入院患者の受

入れをはじめ発熱外来の設置やＰＣＲ検査等で中核的な役割を果たしているところで

あり、感染拡大時に公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識されました。新興感

染症等への対応については、第８次医療計画（2024年度から2029年度）より医療計画

の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」が追加されることを踏まえ

公立病院においても感染拡大時に備えた平時からの取り組みを進めていく必要があり

ます。当院は以下の取り組みを進めていきます。 

 

 ① 感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペース等の整備 

   当院は、第二種感染症指定医療機関として、６床の感染症病床を有しています。 

新型コロナウイルス感染症患者の受け入れについては、2020年２月にクルーズ船

「ダイヤモンドプリンセス号」の船内感染者を受け入れて以降、今日まで随時受け入

れています。 

また、新型コロナウイルス感染拡大時には、感染症病床だけでは対応できないため

院内感染及びコロナ患者の搬送の際の動線等を考慮し、一般病床（39床）をコロナ患

者専用病床（28床）に転用し対応してきました。新興感染症の感染拡大時においては

今回の新型コロナウイルス感染症で行ったような感染状況に応じて柔軟に病床規模を

調整するなど、第二種感染症指定医療機関としての役割を果たしていきます。 

 

 ② 感染拡大時を想定した専門人材の確保・育成 

当院には、１名の感染管理認定看護師がおり感染制御チーム専従として感染管理

の質の向上に努めています。今後の新興感染症の感染拡大時に備え、令和５年度中

に感染管理認定看護師を増員するなど専門人材の育成や医療従事者が不足する事態

に陥らないよう人材の確保に努めます。また、院内感染対策委員会が開催する院内

研修会を通じ、すべての職員へ感染対策等に関する知識の習得を図ります。 
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 ③ 院内感染対策の徹底 

   院内感染の防止に留意し、感染発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、収束

を図ることは、医療機関の責務です。当院では、院内感染および感染症発生時に迅速

かつ適正な対応を行うために感染管理室を中心に組織的に取組んでいます。また、「院

内感染対策指針」を策定し、この指針に則って、院内感染対策委員会、感染管理室及

び院内感染対策に関する実務組織とする感染制御チーム（ICT）が協働し院内感染防

止策を講じています。 

なお、新型コロナウイルス感染症の発生当初から、月２回の新型コロナウイルス感

染症対策会議を開催し、感染状況に応じた当院の対応方針等を協議し、全職員へ周知

しています。 

 

 ④ クラスター発生時の対応方針の共有等 

院内感染対策委員会が「院内感染対策マニュアル」を策定しており、そのマニュア

ルに基づき職員の感染や入院患者の感染等に応じた対応方針を定めて職員への共有

を図っています。今後も日々変化する感染状況に応じて、随時、院内感染対策マニュ

アルの更新を行っていきます。 

 

５ 施設・設備の最適化 

 (1) 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

   公立病院は、厳しい経営状況が続く中で、今後、人口減少や少子高齢化の急速な

進展に伴い医療需要が変化していくことを踏まえ、長期的な視点をもって、病院施

設や設備の長寿命化や更新などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準

化するとともに、投資と財源の均衡を図ることが必要です。 

   当院は、平成30年４月に建設事業に着手した新病院建設事業が令和５年３月17日

に完了しました。今後の施設・設備については、次のとおりに管理していきます。 

   建物の維持については、適切な管理をするとともに必要最低限の維持管理費に抑

制し、医療器械については、導入効果や保有機器の耐用年数を考慮しながら更新を

すすめるなど、経営状況に応じた投資を適正かつ計画的に行います。 

 

 (2) デジタル化への対応 

   デジタル化への対応については、入院患者と家族等のオンライン面会、患者向け

Wi-Fi設備、マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）を導入

し、利用者の利便性の向上に努めております。 

当院は、平成14年に病院情報システムを導入し、診療記事や画像などの診療記録

の電子化による患者サービスの向上、業務の効率化、診療報酬請求時の精度の向上

に努めておりますが、システムや情報機器のサポート期間終了の度に随時更新を行

う必要があります。次期、更新予定（令和６年１月）の病院情報システムは、患者

の利便性の向上や業務効率化を考慮するとともに、更新・維持費用の抑制に努めます。 

   近年、病院がサイバー攻撃の標的とされている事例が増えており、医療において

扱われる患者の健康情報は極めてプライバシーに機微な情報であるため、厚生労働

省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を踏まえセキュリティ対

策を徹底するとともに、定期的に情報セキュリティ研修を行うことで職員一人一人
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がセキュリティに対する意識を高め、異常を感じたら速やかに報告する体制を構築

します。 
 

６ 経営の効率化等 

 (1) 経営指標に係る数値目標 

   地域の医療提供体制を確保し、良質な医療を継続的に提供していくために、主要

な経営指標について、下記の数値目標を掲げ、経営の効率化を図ります。 

① 収支改善に係るもの                         （単位：％） 

項 目 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

経常収支比率    ※１ 99.7 95.5 94.9 95.7 95.8 98.3 100.2 

医業収支比率    ※２ 91.3 94.3 93.7 94.5 94.7 97.0 98.9 

修正医業収支比率  ※３ 90.5 93.3 92.7 93.5 93.7 96.0 97.8 

② 収入確保に係るもの （単位：人・円・％） 

項 目 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

1日当り入院患者数 352.0 354 356 358 358 360 362 

1日当り外来患者数 861.2 865 860 860 860 860 860 

患者1日1人当り入院収益 61,014 62,100 62,500 62,500 63,000 63,000 63,000 

患者1日1人当り外来収益 22,876 22,800 22,900 22,900 23,000 23,000 23,100 

病床利用率(稼働病床) 79.1 79.5 80.5 80.7 81.8 82.0 82.0 

③ 経費節減に係るもの （単位：％） 

項 目 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

職員給与費対修正医業収益
比率                ※４ 

54.7 54.0 54.4 54.6 54.9 54.7 54.3 

材料費対修正医業収益比率 30.4 29.2 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 

委託費対修正医業収益比率 7.9 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 

減価償却費対修正医業収益
比率 

11.1 10.8 11.5 10.5 10.1 7.9 6.5 

④ 経営の安定性に係るもの （単位：百万円） 

項 目 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

現金保有残高 4,432 2,107 2,307 2,292 2,413 2,574 2,818 

企業債残高 15,806 15,924 15,260 14,340 13,540 12,828 12,034 

  ※R4年度は実績、R5年度以降は計画を記載 

※１ 経常収支比率＝経常収益／経常費用×100（経常的な収益と費用の関連を示し、この数値が100

以上の場合、経営黒字となる。） 

※２ 医業収支比率＝医業収益／医業費用×100（医業費用が医業収益によってどの程度賄われている

かを示すもの。） 

※３  修正医業収支比率＝修正医業収益／医業費用×100（修正医業収益とは、医業収益からその他医

業収益のうちの他会計負担金を除いたもので、修正医業収支比率とは、修正医業収益の医業費用

に占める割合をいう。） 

※４ 職員給与対医業収益比率＝職員給与費／修正医業収益×100 ･･･ 病院の職員数が適正かどう

かを示す。民間病院の場合は、50以下が標準。 

※経営強化プラン対象期間は、令和9年度までとしていますが経営指標に係る数値目標は、経営黒字化

を見込む令和10年度までを記載 
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 (2) 経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標 

   公立病院経営強化ガイドラインでは、公立病院が担っている不採算部門等を提供

する役割・機能を確保しつつ、経営強化に取り組むことで対象期間中に経営黒字化

（経常収支比率の100％以上）する数値目標を定めることが示されています。 

   当院は、令和４年度末に完了した新病院建設事業に要した設備投資（特に医療器

械）に係る減価償却費が増える影響で、経営強化プラン対象期間中の経営黒字は困

難ですが経営強化プランに掲げた取り組みを行うことで、下記のとおり令和10年度

の経営黒字化を目指します。 

目標とする項目 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

経常収支比率        (％) 99.7 95.5 94.9 95.7 95.8 98.3 100.2 

修正医業収支比率         (％) 90.5 93.3 92.7 93.5 93.7 96.0 97.8 

  ※R4年度は実績、R5年度以降は計画を記載 

 

 (3) 目標達成に向けた具体的な取組 

当院は、「バランストスコアカード(ＢＳＣ)」による経営管理と業績評価の手法

を活用し、毎年度、以下の戦略マップに掲げた４つの視点から各所属が戦略目標を

掲げて、経営強化プランに掲げた数値目標の達成に向けて全所属で取り組んでいき

ます。各所属は、年度当初に掲げた目標を中間時に進捗管理を行い問題、課題を把

握し、年度末に目標達成が出来るよう努めています。 

 

  戦略マップに掲げる４視点 

【財務の視点】 

 目標実現に向けて財務状況をどのように改善していくかという視点です。 

(1) 収支改善 

地域で求められる医療を継続的に行うため、経営の健全化に取り組み、安定し

た病院運営に努めます。 

(2) 収益の増加 

病院の収支改善に向けて、病院の収益の柱である医業収益の増加に取り組みます。 

(3) 費用の削減 

病院の収支改善に向けて、費用削減に取り組みます。 

【患者の視点】 

 財務の視点の目標実現のために、どのような患者ニーズにいかに対応していくかとい

う視点です。 

(1) 患者の増加 

診療所や他施設からの紹介患者を積極的に受け入れます。 

(2) 診療単価の増 

高度医療機器の有効活用、手厚い看護体制等による高度で良質な医療を提供し

診療単価を高めていきます。 

(3) 患者の満足度上昇 

  医療の高度化を進める、職員の接遇意識を高める、外来診療の待ち時間を短縮

するなど、患者の要望に応える取組を充実し、患者満足度の向上による病院のイ 
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メージアップに努めます。 

(4) 在宅医療・地域包括ケアシステム協力等 

高齢化社会における医療政策の方向性に沿い、地域における在宅医療の支援体

制について検討します。また、市の地域包括ケアシステムにおいて地域の医療

保健、福祉機関と連携して支援します。 

【業務の視点】 

  患者の視点の目標実現のために、仕事の仕組みや流れなどを組織的にどのように改善

していくかという視点です。 

(1) 人材の確保 

病院経営を安定させ、安心・安全な質の高い医療を行うためには、医師や看護

師をはじめとする医療スタッフの確保と定着が重要です。 

(2) 医療の質向上 

治療の標準化の推進、職員の説明能力の向上、医療安全管理対策や院内感染防

止策の充実、チーム医療の推進により、質の高い医療の提供を目指します。 

(3) 業務の効率化 

業務の効率化を進め、職員の時間外勤務の削減や外来患者の待ち時間短縮など

に取り組みます。 

(4) 未収金対策強化 

未収金の増加は、資金繰りを悪化させひいては病院経営の安定を損ないます。

未収金の回収の増加に努め、未収金の発生を未然に防止するための取組を強化し

ます。 

(5) 診療圏域の拡大 

診療圏域を拡大し、紹介患者数の増加を図ります。 

(6) 病病・病診・病薬連携の推進 

  志太榛原地域における医療機関との連携を推進し、地域医療支援病院として 

「地域の医療は地域で守る」体制を整えるとともに、より広域での連携についても 

 取り組みます。 

(7) 救急医療の維持 

初期救急を担う島田市休日急患診療所や近隣の二次救急病院と協力して、志太

榛原地域の救急医療体制の維持に努めます。また、救急医療に携わるスタッフの

能力向上を図ります。 

(8) 災害医療の体制整備 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を結成し、医療資器材の整備を図ったところ

ですが、今後は更なる機能強化のための体制整備や研修機会の充実に努めます。

また、緊急被ばく医療への対応やトリアージ訓練などの院内訓練を実施し、災害

時における必要な災害用備蓄品の見直しを行います。 

また、災害発生時における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定についても取り組みます。 

(9) 広報の充実 

地域住民や院内の職員に有用な情報をＷｅｂサイトや広報紙により積極的に発

信することで、当院のイメージアップを図ります。特に、Ｗｅｂサイトは、職員

採用への効果を意識し情報を充実させます。 
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(10) 接遇改善 

職員の接遇に関する意識を高めることで患者満足度を向上させ、気持ちよく受

診できる病院を目指します。 

(11) 適正な人員配置 

医師、看護師など医療スタッフは、医療の質の向上、労働環境の改善、収益改

善といった観点から、適正数の確保を目標とした定員管理を行い、不足する職種

の充足に努めます。 

【学習と成長の視点】 

  業務の視点の目標実現のために、ベースとなる力をどのように向上させていくかとい

う視点です。 

(1) 職員の資質の向上 

高度化、専門化する医療現場において医療の質を維持するため、診療の中核と

なる医師や、チーム医療を担う看護師、コメディカルなど個々の職員の資質の向

上に取り組みます。 

(2) 職員のやる気向上 

職員満足度調査の実施や待遇改善、業務改善に取り組むほか、学会発表等を通

じて職員の病院運営にかかわる意識ややる気を高めます。 

(3) 職場環境の改善 

医師、看護師等の病院職員の確保と定着のためには、医師、看護師等が働きや

すい病院、満足度の高い病院を目指す努力が必要です。職場環境の改善に向けた

取組を進めます。 

 

４つの視点はそれぞれ独立した並列の関係ではありません。財務はあくまで活動の「結

果」ですから、それを向上させるためにはまず何が必要であるかを考えると、それは患

者さんに直結します。そして患者さんにより質の高い医療を実践するためには院内での

業務プロセスを変える必要があり、さらにそのためには人的な変革が必要です。 
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理念

基本方針

視点

1 収支改善

2 収益の増加

3 費用の削減

4 患者の増加

5 診療単価の増

6 患者の満足度上昇

7 在宅医療・地域包括ケアシステム協力等

8 人材の確保

9 医療の質向上

10 業務の効率化

11 未収金対策強化

12 診療圏域の拡大

13 病病・病診・病薬連携の推進

14 救急医療の維持

15 災害医療の体制整備

16 広報の充実

17 接遇改善

18 適正な人員配置

19 職員の資質の向上

20 職員のやる気向上

21 職場環境の改善

業
務
の
視
点

学
習
と
成
長
の

視
点

財
務
の
視
点

地域医療に貢献する。

患
者
の
視
点

島田市立総合医療センターＢＳＣ戦略マップ

①質の高い医療を実践する。
②地域の医療、保健・福祉機関と連携する。
③患者の権利を尊重し、医の倫理を遵守する。

④優れた医療人を育成する。
⑤健全経営を行う。

戦　略　目　標戦　略　マ　ッ　プ

理念、基本方針の実現

費用の削減 収益の増加

患者の増加

診療単価の増
患者の満足度上昇

在宅医療支援の検

討・地域包括ケアシ

ステムの構築への協

力

接遇改善

人材の確保

業務の効率化

適正な人員配置

医療の質向上

未収金対策強化

診療圏域の拡大

病診等

連携の推進

救急医療の強化

職員の資質の向上 職員のやる気向上

収益改善

職場環境の改善
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 (4) 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画（※R5年度以降は、看護専門学校分収支を除く） 

  ※経営強化プラン対象期間は、令和9年度までとしていますが収支計画は経営黒字化を見込む

令和10年度までを記載 

① 収支計画（収益的収支）                 （単位：百万円・％） 

 

 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

１. ａ 13,061 13,426 13,432 13,456 13,469 13,574 13,751

(1) 12,625 12,969 12,975 12,999 13,011 13,117 13,294

(2) 436 457 457 457 457 457 457

a' 119 144 144 144 144 144 144

２. 2,163 791 777 776 774 766 755

(1) 693 571 558 557 556 554 553

(2) 1,274 30 30 30 30 30 30

(3) 24 40 40 40 39 33 23

(4) 172 150 150 150 150 150 150

(A) 15,224 14,217 14,209 14,232 14,243 14,341 14,507

１. ｂ 14,301 14,234 14,330 14,232 14,218 13,990 13,910

(1) ｃ 7,086 7,173 7,223 7,272 7,314 7,350 7,386

(2) 3,948 3,894 3,868 3,874 3,878 3,908 3,959

(3) 1,751 1,667 1,649 1,630 1,627 1,615 1,615

(4) 1,439 1,440 1,530 1,396 1,339 1,056 889

(5) 77 61 61 61 61 61 61

２. 966 646 648 645 642 595 567

(1) 66 89 89 88 85 82 78

(2) 900 557 559 557 557 513 489

(B) 15,267 14,880 14,978 14,877 14,860 14,585 14,477

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) △ 43 △ 663 △ 769 △ 645 △ 617 △ 245 30

１. (D) 0 0 0 0 0 0 0

２. (E) 35 0 0 0 0 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) △ 35 0 0 0 0 0 0

△ 78 △ 663 △ 769 △ 645 △ 617 △ 245 30

(G) 12,997 13,660 14,429 15,074 15,691 15,936 15,905

(ｱ) 7,778 4,706 4,864 4,873 4,976 5,175 5,429

(ｲ) 4,532 2,275 2,202 2,071 2,005 2,073 1,868

　 0 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0 0

(Ａ)

（Ｂ）

(ｵ)

ａ

ａ

ｂ

ａ-a'

ｂ

c

ａ-a'

(H)

ａ

81.8 82.0 82.579.1 79.0稼 動 病 床 利 用 率 80.8 81.0

△ 24.5

△ 3,884 △ 4,094 △ 4,336

資 金 不 足 比 率 ×100

△ 4,078 △ 3,295 △ 3,781 △ 3,802

△ 28.1 △ 28.3 △ 28.8 △ 30.2 △ 31.5△ 31.2

地方財政法施行令第15条第１項
により算定した資金の不足額

(H)

96.0 97.8

職員給与費対修正医業収益比率 ×100

90.5 93.3

54.354.8 54.0 54.4 54.6 54.9 54.7

94.7 97.0 98.9

修 正 医 業 収 支 比 率 ×100

91.3 94.3 93.7 94.5

92.7 93.5 93.7

医 業 収 支 比 率 ×100

94.9 95.7 95.8 98.3 100.2

不 良 債 務 比 率 ×100

99.7 95.5

△ 25.9△ 24.9 △ 18.1 △ 19.8 △ 20.8 △ 22.1 △ 22.8

△ 2,431 △ 2,662 △ 2,802 △ 2,972

経 常 収 支 比 率 ×100

△ 3,246

0 0 0 0
又 は 未 発 行 の 額

差引
不 良 債 務

(ｵ)

0 0 0

△ 3,101 △ 3,561

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

そ の 他

経 常 費 用

特
別

損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

純 損 益 (C)＋(F)

｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

支 払 利 息

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

うち他会計負担金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

計画 計画 計画決算
　　 年 度

 区 分 計画 計画 計画
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② 収支計画（資本的収支）                   （単位：百万円） 

 

③ 一般会計等からの繰入金の見込み                （単位：百万円） 

 

第７ 点検・評価・公表等 

   本プランの達成に向けた取組を着実に進めるため、その実施状況について年１回以

上の自己点検・評価を行い、最高意思決定機関である運営会議に報告します。なお、

点検・評価を行った進捗状況は、当院のホームページ等を通じて公表します。 

    

　　 年 度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

 区 分

１. 2,071 950 200 200 200 200 200

２. 955 409 366 490 460 430 458

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0 0

６. 180 0 0 0 0 0 0

７. 5 0 0 0 0 0 0

(a) 3,211 1,359 566 690 660 630 658

(c) 0 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 3,211 1,359 566 690 660 630 658

１. 2,959 1,050 250 250 250 250 250

２. 688 832 864 1,119 1,000 912 993

３. 0 1 2 3 4 5 6

４. 84 90 90 90 90 90 90

(B) 3,731 1,973 1,206 1,462 1,344 1,257 1,339

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 520 613 641 773 684 627 681

１. 520 613 641 773 684 627 681

２. 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0

(D) 520 613 641 773 684 627 681

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0

0
支 出 の 財 源 充 当 額

計画 計画決算 計画 計画 計画 計画

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

収 入 計

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
(b)

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 計

0 0 0

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

前年度許可債で当年度借入分

0 0 0

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F)

又 は 未 発 行 の 額

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

0 0 0 0 0 00

実 質 財 源 不 足 額

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

812 715 702 701 700 698 697

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

955 409 366 490 460 430 458

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

1,767 1,125 1,068 1,191 1,160 1,129 1,155

※（　）内はうち基準外繰入金額

計画 計画 計画

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合　　　計

決算 計画 計画 計画
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